
教 育 と 文 化

educat ion and cul ture

　
古
墳
時
代
の
、
伊
万
里
を
含

む
玄
海
灘
沿
岸
地
域
は
、
ヤ
マ

ト
政
権
の
大
陸
進
出
の
前
線
基

地
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
伊
万
里
湾
は
そ
の
勢
力
圏

の
西
端
部
で
、
他
の
地
方
豪
族

か
ら
こ
う
し
た
地
域
を
守
る
た

め
の
警
備
拠
点
で
あ
り
、
夏
崎

古
墳
の
被
葬
者
は
拠
点
警
備
の

任
務
を
負
っ
た
ヤ
マ
ト
政
権
の

重
要
人
物
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
伊
万
里
湾
は

日
本
史
上
に
お
い
て
、
古
く
か

ら
海
上
交
通
や
軍
事
の
面
で
重

要
な
地
域
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

夏
崎
古
墳

　
〜
ヤ
マ
ト
政
権
勢
力
圏
の
水
際
〜

● 

問
合
先
　
生
涯
学
習
課
文
化
財
係（
☎
㉓
３
１
８
６
）

郷

土

の

文

化

財

　
今
回
は
、
東
山
代
町
日
尾
に

所
在
す
る
夏
崎
古
墳
を
紹
介
し

ま
す
。
５
世
紀
後
半
の
中
頃
に

作
ら
れ
た
円
形
の
古
墳
で
、
伊

万
里
川
と
有
田
川
の
河
口
に
向

か
っ
て
西
か
ら
突
き
出
た
台
地

上
に
築
造
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

内
部
に
は
、
当
時
の
最
先
端
技

術
を
用
い
た
甲か

っ

冑ち
ゅ
う

な
ど
が
副
葬

品
と
し
て
収
め
ら
れ
、
被
葬
者

が
ヤ
マ
ト
政
権
と
つ
な
が
り
を

持
つ
高
位
の
武
人
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
行
わ

れ
た
干
拓
工
事
の
際
に
、
古
墳

の
墳
丘
の
土
は
埋
め
立
て
土
と

し
て
利
用
さ
れ
て
し
ま
い
、
石

室
が
む
き
出
し
の
状
態
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、

内
部
に
収
め
ら
れ
て
い
た
副
葬

品
の
一
部
は
石
室
か
ら
運
び
出

さ
れ
、
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い

た
た
め
、
現
在
ま
で
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
伊
万
里
湾
の
歴
史
シ
リ
ー
ズ
②

有田川と伊万里川の河
口に突き出た夏崎古墳

　
人
権
・
同
和
問
題
に
対
す
る
市

民
の
皆
さ
ん
の
認
識
を
深
め
、
差

別
の
な
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

て
、
人
権
標
語
を
募
集
し
ま
す
。

●

対
象
者
　
市
民
な
ら
誰
で
も
応

募
で
き
ま
す
。

●

テ
ー
マ
　
人
権
社
会
の
実
現
を

呼
び
か
け
る
も
の

●

応
募
用
紙
　
特
に
決
ま
り
は
あ

り
ま
せ
ん
。
標
語
・
氏
名
・
住
所
・

生
年
月
日
・
電
話
番
号
を
明
記

し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

●

応
募
点
数
　
１
人
２
点
ま
で

※
作
品
は
未
発
表
の
も
の
に
限
り

ま
す
。

●

応
募
方
法
　
直
接
持
参
、
郵
送
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー
ル
の
い
ず

れ
か
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

●

募
集
期
限
　
10
月
31
日
（
火
）

●

応
募
・
問
合
先

　
〒
８
４
８-

８
５
０
１

　
立
花
町
１
３
５
５
番
地
１

　
生
涯
学
習
課
人
権
・
同
和
教
育
係

　（
　
☎
㉓
３
１
８
６㉓

２
６
１
５
）

※
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　sh
o
u
g
a
ig

a
k
u
sh

u
u
@

city
.

im
ari.lg.jp

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
隔
月
の
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
家
庭
で
人
権
・

同
和
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

みんなで
考えよう

人権・同和問題
Ｎo. ２３０

人
権
標
語
を
募
集
し
ま
す

　広報伊万里８月号６ページの『Ｑ
＆Ａ身元調査は差別なのですか？』
の中で、誤解を招く表現がありま
したので、次のとおり修正します。
　なお、ホームページの８月号は
修正しています。

　近年では、行政書士などが職務
上の権限を悪用して戸籍謄本や住
民票の写しを不正取得し、調査会
社などに販売する事件も起きてい
ます。

（修正前）

　近年では、一部の人たちが、有
資格者の職務権限を悪用して戸籍
謄本や住民票の写しを不正取得し、
調査会社などに販売する事件も起
きています。
※有資格者とは、弁護士、司法書士、

行政書士、土地家屋調査士、税理士、
弁理士、社会保険労務士、海事代理
士の８つの業種のことです。

（修正後）
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